
受苦圏の潜在化に伴う受苦と空港問題の視座＊

――受益圏・受苦圏モデルを使って――

金 菱 清＊＊

１．問題関心

わたしたちの身の回りにはさまざまな環境問題

がある。例えば、日照妨害、大気汚染、ゴミ問

題、フロンガスによる温暖化の問題などがそうで

ある。それらは近隣レベルから地球レベルまでの

広がりをもつ。そのため、わたしたちが環境問題

と一口にいっても、誰にとってどのような「問

題」であるのかを明らかにしなければ、環境問題

の本来の解決へたどり着かないのではないだろう

か。

特定の地域をとりあげたとき、通常、環境問題

はその地域の人たちが共通に「問題」と感じるも

のである。この共通の被害（受苦）と、対する

に、加害者側は何らかの利益（たとえば企業利

益）をえているわけである。環境社会学ではこの

現象を面的にとらえて、受益圏、受苦圏というモ

デルをもっている。本稿はこの受益圏・受苦圏モ

デルを使用しながら、空港問題をとりあげるので

あるが、本稿での分析の特徴は以下のようなもの

である。

受益圏・受苦圏モデルはある人たちの共通の受

益、共通の受苦を前提にしている。しかしなが

ら、現場を歩いてみると、とりわけ苦痛はそれを

受ける人たちひとりひとりにとって、あまりにも

個別的であることが分かる。本稿では、被害者の

この個別性と、圏として共通に見られる受苦の共

同性との相互作用に注目し、いっそう現場の感覚

に近い被害のあり方を考えてみようと思う。この

相互作用を配慮することによって、たとえば結論

に述べるように、受苦圏は消えたが受苦は存在す

るというような現象が指摘できるように思う。

すなわち、このような問題関心のもとに、本稿

では、大阪国際空港においての航空機の騒音問題

を扱う。類似の分野の研究として、梶田孝道や舩

橋晴俊らによって、高速交通の問題を論じるなか

で、「受益圏・受苦圏」という有益なモデルが形

成された（梶田１９８８）。このモデルを空港にあて

はめると、日本全国に広汎に広がっている航空機

利用者は、その利便性を享受しているという意味

において「受益圏」に属する。他方、飛行機の騒

音や振動に悩まされている空港周辺の住民は「受

苦圏」に属していることになる。このように受益

・受苦圏という面的構造で考えることの政策的な

利点のひとつは、圏に分けて考えることによっ

て、不平等を顕在化し、受益側と受苦側の関係の

あり方を具体的に分析できることである。そのこ

とによって、たとえば受益の一部を使って受苦に

還流させることによって、受苦の相殺をはかる

（舩橋１９８５：７９）という実践的施策を考えること

が可能になってくる。

本稿であつかう野田地区は、騒音被害を受けて

いる地域である。そこでは地域一丸となって要求

運動をしたために、施策のうえでも受苦圏として

認められ、補償を受けることになった。その結

果、騒音の受苦を受けるこの地区の住民たちは、

被害にたいしては金銭的な補償を受け、それに

よって受苦圏から出て行くための手段も与えられ

た。

しかしながら大切なことは、そこを転出する

人々がいた一方で、野田地区には今日においても

そこに住み続ける人々もいる。その人たちにとっ

ては、ある住民が「まちそのものが潰れてしまっ

て、バラバラになっている」と指摘しているよう

に、地域は荒廃の一途をたどっていると感じられ
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るものになってしまったのである。すなわち、受

苦圏から出て行かなくて住み続けることを希望し

た人たちにとって、このような状態は騒音とは別

の意味のコミュニティの崩壊という「被害」と

なってしまったのである。

では、このような住民たちとどのように向き合

えばよいのだろうか。このことを考えるうえで参

考になるのが、「被害とは何か」という点を詳細

に検討した飯島伸子の「被害構造論」である（飯

島１９８４）。この論の視点は、医学的な側面だけで

はなく、社会的、主観的な側面をも含み取った意

味で被害を捉えている点にある。つまり、飯島

は、健康障害などの被害から、家族関係の悪化、

家計の圧迫などによる生活被害へと、被害がどの

ようにひろがっていくのかを詳細に指し示すこと

によって、被害が、単にひとつの基準でとらえら

れるものではなく、重層的なひろがりをもつもの

だということを明らかにしたのである。このよう

な研究成果に従うと、公害被害を救済するための

施策を打とうとしたときに、一体どのレベルの被

害対象に着目すれば、より実りのある解決策とな

りうるのかということまで含めて考えねばならな

いといえよう。

したがって本稿では、上記のような問題関心を

ふまえつつ、野田地区における被害の内実を明ら

かにし、受益・受苦の解決の可能性を探ることに

しよう。

２．事例地の概要

事例地である大阪府豊中市南部は、大阪（伊

丹）空港への離発着に伴う航空機騒音が大きな問

題となっている地域である。市南部にある調査対

象地域の野田地域のように、特に航空機騒音の著

しい地区には航空機騒音防止法（公共飛行場周辺

における航空機騒音による障害の防止等に関する

法律；昭和４２年法律第１１０号）が適用される。そ

してその対策の一環として移転補償が行われ、当

該地域の約半分、約２．９ヘクタールに及ぶ「蚕食

（虫食い）状の移転跡地」が存在することとなっ

た。この結果、地域コミュニティの衰退やまちの

荒廃などを惹起し、とりわけ転出率の高い調査地

区では地域活力の低下を招いていた。

ところが、近年、航空機の技術革新等の発生源

対策により、騒音（曝露）が低下してきたことか

ら、第二種区域が縮小され、調査対象区域周辺は

１９８９年に移転補償が適用されない地域となった。

そして、「虫食い」状態の移転跡地（旧運輸省管

轄）は放置されたままになっていたのである。

そのため、基盤施設の整備・改善や地域コミュ

ニティの再編といった地域の修復を核とした住環

境整備とともに移転跡地の有効活用が求められ、

１９９６年に野田土地区画整理事業「事業計画（総事

業費１３６億円・５．６ヘクタール）」が決定された。

完成予定２００２年を目途に野田地域の環境改善を図

ることを目的とし、ひいては空港周辺地区におけ

る一つの整備モデルを構築するという側面を付加

しながら事業は現在進捗している。当該地域には

現在約３５０世帯７００人が居住している。ちなみに、

この地区近辺はありふれた都市景観を示し、都市

として発展し、都心へのアクセスや市場の立地に

恵まれた庶民のまちとして栄えてきたところであ

る。

３．１「面の公害」…航空機騒音と住民
運動の関係性

ジェット機が就航した１９６４年のジェット化率は

２．１％であった。しかし３，０００m滑走路が供用開

始されると、着地地点が南下し航空機の着陸高度

が７７m低くなる１９７０年にはジェット化率は

４４．９％にはねあがった。

住民は言う。「ここに住みかけてからジェット

機がすごく飛ぶようになったんですよ。プロペラ

からジェット機に代えられたときにすごく騒音が

やかましくて、それはすごかったものです。その

時に NHKのテレビにどういう状況なのかという

ことで出演させてもらった。運輸省の方がこられ

て騒音の音波を決めるために、屋根に上がった

り、いろいろしながら」と住民が振り返るよう

に、飛行経路直下に位置する野田地区は住宅の瓦

が舞うほど騷音が激しい地区であった。この異常

な事態をうけて、自治会はたいへんすばやく対応

した。

空港や役所にいって、度重なる補償要求・防音

工事などの陳情を行った。その結果、航空局や役
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所も騒音のレベル調査や説明会などを各校区単位

でおこない、NHK受信料の減免や防音工事の助

成などが実施されるようになった。

「何といっても、やっぱりここ飛行機（の騒音）

で相当熱をいれました。有志の方がこのような状

態であれば、まちもたいへんだから、婦人団体の
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を作って、防音のことなどで空港

に対しての意見を作りましょうということでやり

ました。そして騒音対策は防音（工事を）やって

いこうということになりました。最初はなにもわ

からなくて手探りでしたから。何十回となく空港

や市役所などに足を運びました。私たちもその一

員として何々をつくる会というまではいかないけ

ども、自
�

治
�

会
�

の
�

中
�

で
�

必死になって動きましたよ。

それで（運輸省から）飛行機の騒音の方も低下さ

せるということで、防止法によりここ（野田地

区）が除外されていたのを、市との交渉から特別

区という形でいれてもらいまして、この特別区だ

からこそ防音工事をやってもらうことにぎりぎり

なったわけです。」

このように、地元住民は自治会として組織化

し、住民の要求を吸い上げ、それをまとめる力、

あるいは行政機関（とりわけ運輸省）と対等に交

渉する力を保持していた。そしてそれはたんなる

個人や地域の一部による異議申し立てではなく、

（既成）地域として一体的なものであり、地元住

民の“総意”を示すものであった。したがって、

行政もこれを無視することができず、地元住民の

請願を受ける形で騷音対策を実施していったので

ある。

この運動の成功は、新幹線公害と比較した場

合、被害救済を住民の組織基盤、周辺対策や集団

訴訟としての徹底性などに著しい違いがあったか

らである。すなわち、長谷川・畠中らによると、

その違いを規定する要因として、空港公害の場合

は、上空から伝播する航空機騒音に対する遮蔽物

がなく、被害が面的に拡散していき、町内会、自

治会の範域では、被害の同質性が高い（長谷川・

畠中１９８５；１７７）。つまり、騒音という被害が均質

に地域全体（面的）に広がるので、地域社会の関

図１ 航空機騒音における周辺対策のモデル図（参考資料；航空機騒音対策予算の推移）
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心をよび、それをもとに住民運動が形成されやす

い特質をもっていたといえる。したがって、騒音

レベルの大きさがそのまま被害の大きさを表す空

間として受苦圏は顕在化することになる。このよ

うに、受苦を受ける地域（圏）があるということ

が行政に認められたことによって、要求どおり騒

音に対する補償がされることになったのである。

３．２「面の救済」…移転補償の制度化

特に、騒音が著しい（概ねWECPNL９０以上）

地域には、受苦の解決策として移転補償が実施さ

れた。移転補償による救済は、新幹線の場合のよ

うに一戸ごとに測定し適用されるのではなく、一

定以上の騒音レベルの範囲全て（図１）が対象と

なり、その中から他の地域へ移転することができ

るようになるものである。すなわち、代替地や緑

地緩衝地の造成、再開発整備事業など、空港周辺

の整備事業の一環として、移転補償や防音工事は

位置付けられたのである。したがって、周辺対策

の対象家屋は、区域指定によって決められてお

り、どの家が対象家屋であるのかは地域住民の目

にもはっきりわかるようになっていた。また制度

上、補償の窓口が権利者に無期限に開かれている

ものであった。しかも、成田空港のように強制代

執行をしてそこに住む人々を追い出すのではな

く、そこに住むことも選択肢として残っていたた

め、住民それぞれの意思を最大限尊重することが

できるたいへん自由度の高い施策であった。事

実、この救済制度によりたくさんの人々がそこを

出ることによって、受苦を解消する事ができたの

である。

４．１「受苦圏の潜在化」…補償制度と
現実のズレ

しかし、「移転補償」という外部条件はまちに

次のような変化をもたらした。まず、人口流出に

よって移転跡地がまちに散在していく。それを

フェンスで物理的に国有地として囲い込むことに

よって、雑草が繁茂し荒れ地ができあがり、蚊や

蚤を発生させる。さらに荒廃状態になっているこ

とをよいことに、ナンバープレートもない廃車や

ゴミの不法投棄があとをたたない。数台が不法投

棄されると、あとは次々とそれに続く形で、廃車

の列が並ぶ殺伐とした風景を地域に作り出して

いった。それによって、救急車や消防車などの緊

急車両の通行障害を引き起こしていく。また、人

口が減ったことによって、公園などに浮浪者が住

みつくようになり、航空機騷音のない夜は、昼と

は好対照に静けさが辺りを包み、街灯も減ったこ

とから、防犯上の間題も出てきた。また移転補償

によって長屋が切り売りされ、地震や台風に対し

てもその耐久性を維持できない、というようなさ

まざまな悪循環が、まるでなだれ現象のように住

環境の悪化として地域住民にふりかかってきたの

である。

このような環境悪化の状況を打開し、今後のま

ちをどのようなものにしていくのかという展望に

ついて、地域は腰を据えてじっくり取り組むこと

はできなかった。 なぜなら、当時の自治会長の

説明によると、当該地域の場合１２年にも及ぶ補償

の期間中、土地の利用が制限を受けているだけで

なく、「移転補償」可能な権利者がいつ補償を受

けて他の地域へと移り住むか予測がつかなかった

からである。つまり、強制買収や時限立法ではな

い「任意」の事業のために、すぐに移転する者、

しばらくの期間をおいて移転する者、移転するか

もしれない未定者、残らざるを得ない住民、また

残りたい住民など、それぞれの家の事情に応じた

個人的利害が前面にでる。そのため、移転の意志

などを他人に明確にせず、お互い秘密主義になる

傾向にあった。

このように個々人が総じて内向きになるなか、

住民それぞれの意思を尊重することとは引き替え

に、地元住民の“総意”としての意志決定とその

組織は事実上の機能不全におちいったのである。

そこを出る、出ないという利害関係が家族や個人

によってわかれる場合には、自治会のような組織

は対応不能になってくるわけである。つまり、地

域の意思決定は、権利者住民それぞれの判断に委

ねられることによって、地域の同質性を失い、

「これは問題だから、市へ異議申し立てしましょ

う」とか「自治会で一度話し合いましょう」とい

う地域組織レベルの問題ではなくなってしまっ

た。すなわち、地域における自己正当化のための
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イディオム・インデックスの操作（松田１９８９）が

できなくなることによって、結果的に「問題化し

ないこと」への意思決定回避におちいったのであ

る。

そのため、（移転跡地をぐるりと囲み、さび付

いているフェンスを指して）「まるで動物園のオ

リの中に自分達が閉じこめられているようなも

の」と心理的圧迫感さえ吐露する住民には、個別

的にせいぜい役所に苦情を言いに行くか、あきら

める手段しか残されていなかった。地域の中に虫

食い状に広がる移転跡地は物理的に住民を遮断し

ただけでなく、地域のネットワークそのものを閉

ざしてしまったのである。それは「自治活動がふ

るわず各個人主義に偏って、公共的な考え方や活

動がどんどん減少していった」という意見にもあ

らわれているように、地域組織（自治会）にはも

はや住民の声をすくいあげ、まとめる能力はなく

なったと判断してよい。

この現象を役所から見たとき、たとえ個人的に

「問題」を持ち合わせて来庁しても、それらの意

見は地元住民の“総意”もない意思決定というこ

とで、行政は単なる一個人の意見として話を聞き

置く程度のものになる。さらに、土地利用を制限

することによって、行政は残された住民を“いず

れそこを出ていく人々”として、このような地域

の生活環境悪化の現状を前にしても、見て見ぬふ

りをしたといっても言い過ぎではない。土地利用

を前もって規制し、将来的には全面緩衝地帯にす

る土地として移転跡地は位置付けられているため

に、再開発を一番必要とする当該地区は、その開

発計画から真っ先に外された。そのためたとえ

ば、住民の間ではトラックターミナルにされると

いう噂がまちの中で広がってしまったくらいであ

る。

受苦圏の構造だけからみると、不満や被害を訴

える圏的主体、つまり地域住民の“総意”がなく

なったわけであるから、受益・受苦という差別構

造は解消されたかのように第三者的には見えてし

まう。さらに、補償というものは人々が自由に選

択できるものとしてきちんと制度上位置付けられ

ているかのようにみえる。

しかし、見る単位を、圏的なものから個々人

（個々の家族）にまで向けたとき、人々はほんと

うに自由な選択をしているのだろうか。その答え

は否である。なぜなら、ある人にいわせれば、

「代替地があまりにも遠く、そのような不便をす

るのであれば、ここ（野田地区）にやむなく住ま

ざるをえなくなった」という理由や、住宅密集地

の狭小な土地の所有者にとっては、同じ面積の土

地を入手できたとしても、建ぺい率の関係で従前

通りの建築ができない」あるいは借家の場合、

「地主が移転に同意しないかぎり、移転できない」

などの問題点があるからである。つまり、人々は

個々に自由な選択をしているわけではなく、実際

には舩橋晴俊のいう「構造化された選択肢」、つ

まり選択肢の制限された条件のなかで選択せざる

をえないということが指摘できる。

さらに、このように（救済）制度と現実とがズ

レているような場合には、当事者が「問題」解決

の正当性を訴えかけることが非常に困難になって

不法投棄された自動車と金網のなかで繁茂する雑草（筆者撮影）
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くる。なぜなら、地域の「問題」を訴えかけよう

にも、騒音の被害を承知で、権利者自らが選択し

てそこに残っているのであるという制度の位置付

けにより、地域の問題は潜在化してしまうからで

ある。したがって、そこに住む必然性がないと法

律（＝騒音レベル）で規定された住民には、そこ

に住んでいることを根拠にして、異議申し立てを

する、つまり“社会化、政治化された仕掛け”そ

のものを実行していくことがたいへん困難にな

る。

４．２「面的整備」…補償制度の長期化
とコミュニティ崩壊

このような状況下で大きな変化が起こった。制

度上、行政が再開発をする必要性がなかった当該

地区は、航空機の技術革新等によって騒音が低下

したことを理由に、１９８９年に移転補償対象区域

（第２種区域）から外されることになる。その結

果、いままでとはまったく逆に、再開発を真っ先

に行わなければいけない地域として自治体に捉え

られることになる。このときになって、ようや

く、自治体は地域のまちづくりに参画できるス

タートラインに立つ。くしの歯のようにこぼれ落

ちた移転跡地を解消するためには、自治体による

面的な整備を必要とし、今ある家屋を全て更地に

してゼロから換地をし、区画整理を行う以外に選

択肢は残されていない。たしかに、まち全体は整

備されてきれいになるが、地域コミュニティとそ

れぞれの生活再建の回復ということにはほど遠

い。例えば、再開発の土地利用計画をみても、外

部に売り出すための中高層住宅地はまちの中心に

なるようにレイアウトされ、今まで住んできた住

民のための中低層住宅地はその端に追いやられ

る。そしてその中高層住宅のうち、権利者・賃貸

・分譲用にそれぞれ地上５・９・１２階の建物が建

つ。もともと大半が小規模な敷地に住んでいる住

民は以下のように言う。「野田町にいた人だけは

こちらです。小さい家に住んでいる人はここです

（ということで地域の端に追いやられる）。私は差

別だといってものすごく抗議したけども」。すな

わち個々の怒りも、結局のところ一番低い建物に

集約化され、共同住宅に押し込められる形とな

る。つまり、地域組織における意思決定の不在に

より残された住民は、地域のなかでも、さらに周

辺的な存在として位置付けられるのである。

本来なら、地域住民には、理不尽な事業計画に

対抗する手段も残されているはずである。しか

し、組合の理事は次のように述べる。

「このように家が無くなってきて、皆浮き足

だっている。（まちが）まとまるといっても、あ

の人（役員）らがやっているから、皆やろうかー

いうだけやな。まちそのものがつぶれてしまって

バラバラになっているから、誰も文句言わない。

だから（自分のことをさして）あそこのおっさん

うるさいから、（役員を）やらしとけーとかある

ね。けれども、もう１０年ぐらい前にこれ（再開

発）が出ていたら、いう人がたくさんいる。とい

うのも、俺６６（歳）やろ。そしたら１０年前やった

ら、５６（歳）やろ。１０年いうたら（体が）弱る

で。１０年前はなんじゃいってたのが１０年経って今

やろ、もーがくんと体力も弱るよ。普通はローン

も組んでくれへんわ。組合でローン組んでも、払

いようがないわけよ。収入がないもん。」

地域社会の成員の問題であるが、たとえ騒音レ

ベルが低下し、補償区域から外れたとしても、移

転跡地（国有地）は民有地として払い下げられる

こともなく、長期にわたり放置された。そのた

め、まちへの新規居住者も期待できず、残された

住民だけが齢を重ねる形で、高齢化が進んでいっ

た。したがって、さまざまな「問題」が生じてき

たときに、自治会という“社会化、政治化された

仕掛け”そのものを担う住民はどうしても非主体

的な対応にならざるをえなくなったのである。

５．結語

受益・受苦圏という圏的な側面だけからみる

と、補償をすることによって、被害に対する異議

申し立てをする面的主体はなくなったわけである

から、受益・受苦という不平等な差別構造は解消

されたかに見えた。しかし、それで問題が解決し

たのかという視点から、地域の内的な現状を見て

きた。その現状とは、騒音レベルだけを対象に補

償をおこなってきた施策のありかたは、すくなく

とも「地域コミュニティ」を守る結果にはならな
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かった。というよりも、結果的に地域コミュニ

ティを荒廃させてしまったのである。地域コミュ

ニティの崩壊によって面としての受苦圏は消えた

が、残りたいと思う人たちの受苦は解消されてい

ない。あるいは、補償という交換条件や受苦を解

消する手続きに不満な人たちの声を封じ込める働

きをしてしまった。そのような人たちにとって

は、受苦圏という視覚的な構造を潜在化させられ

たために、物言えぬ単なる個々人の集まりになっ

てしまった。このような被害は受益・受苦圏を圏

としてみるだけではみえてこなかった問題であ

る。つまり、圏的には被害を受ける地域があると

いうことで行政にも世間にも認められ、それに対

して、移転の自由という補償もされた。そして補

償を受けるかどうかということは個々人の選択に

委ねられた。個々人はそこに残ることができ、そ

こから移転することもできるようになった。この

ようなことからみると、被害者の希望に則して

もっとも望ましい補償をしたかのようにみえる。

しかし、見る単位を、面や圏（地域）から個々

人（個々の家族）にまで向けたとき、人々はほん

とうに自由な選択をしているわけではなかった。

それは実際のところ人々が責任を誰にも転嫁する

ことができない「構造化された選択肢」のなかで

の選択であった。受益圏・受苦圏によって他者に

説明できる被害の構造＝騒音もあるけれども、そ

の人たちの選択によって受益にも受苦にも、ある

いはどちらでもなくなるような問題もある。この

ような被害問題は当事者が「被害」解決の正当性

を訴えかけることがとても困難だけれども、そこ

に住む人たちにとってはたいへんな深刻な「問

題」である。

さらに、救済制度上、個々の選択の自由を最大

限引き伸ばした結果、地域社会においては多数の

地域住民に共有された意思決定を実行することが

できなくなった。 このように“社会化、政治化

された仕掛け”の担い手と仕掛けそのものがうま

く機能しない現状において、地域に積み残された

さまざまな「問題」も社会化されず、行政にも問

題だとは認められなくなった。その結果、受苦は

潜在化したまま、解決されずに放置されることに

なった。

以上のような被害問題からどのようにすれば受

苦解消ができるだろうか。とりあえずは、次のよ

うな提案をしておきたい。

次々に派生していく被害を食いとめるための施

策として、地域コミュニティの延長線上に騒音対

策（補償）を位置付ける。そのことが結果として

被害というものを最小限に抑えるだけでなく、新

たなまちづくりへと展開できるものになりうるだ

ろう。それは、住民のあずかり知らないところで

決められた騒音レベルをもとに安易に補償をする

のでは決してないということである。すなわち、

受益・受苦の解決とは、受苦圏がなくなる（潜在

化する）ことではなく、むしろ常にさまざまな括

弧付きの「問題」を問題として顕在化し、そのな

かで、問題を解消していく方向性を解決策に内包

していなければならないだろう。地味な指摘であ

るが、具体的には、常に自治会（校区）のなか

で、補償のあり方（分配方法や期間など）を意思

決定できる仕組みを形成・保持しておくことが不

可欠なように思われる。
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An Analysis of the Airport Problem and the Damage incurred
by the Latency of Victimization zone―By using the Theory of
Victimization zone-Benefit zone

ABSTRACT

The theory of Victimization zone-Benefit zone is based on people’s common profit and

damage. But in the field, the damage is separated according to each person who suffers.

This article describes a method of estimating damage in a way which approximates the

field experience, by paying attention to the interaction between the separate damage and

the common damage of the zone.

A method used by the policy for compensation targeting the common noise-level

couldn’t protect a community. Though it seems to assure the freedom of choice, it was a

“structured choice” where responsibility can be shifted onto no one. The decision in the

community that is shared by many inhabitants couldn’t be carried out any more. There-

fore, it became very difficult when a victim began to complain about the rationale for the

compensation for damage. The community collapsed as a result.

Key Word: Victimization zone-Benefit zone theory, collapse of community, structured

choice
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